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(57)【要約】
【課題】本発明は、以下の構成物、すなわち長手方向の軸（Ｘ－Ｘ）の周りに回転し、不
整な外郭（２６）を有する長手方向伝達部分を備えるシャフト（２２）と、シャフト（２
２）に同軸で、シャフト（２２）をその内郭（２８）で、少なくとも長手方向伝達部分の
領域において包囲するハブ（２４）を備えたルク伝達用シャフト・ハブ結合体（２０）と
、共通の長手方向の軸（Ｘ－Ｘ）とに関する。
【解決手段】本発明は、シャフト（２２）の長手方向伝達部分の外郭（２６）とハブ（２
４）の内郭（２８）が、シャフト（２２）とハブ（２４）が組み立てられる際に、それら
が自動的にロックし、その結果、シャフト・ハブ結合体（２０）を互いに保持する程度に
まで完全な円錐形を有することを特徴とする。また、結合体は組み立てられる際に、長手
方向の軸（Ｘ－Ｘ）の方向にシャフト（２２）とハブ（２４）に予め圧縮応力を与える結
合手段を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通の長手方向の軸（Ｘ－Ｘ）を有する構成部品、すなわち、
　ａ）不整な外郭（２６）を有する長手方向伝達部分を備える長手方向の軸（Ｘ－Ｘ）の
周りに回転可能なシャフト（２２）と、
　ｂ）前記シャフト（２２）に同軸で、少なくとも前記長手方向伝達部分の領域において
その内郭（２８）により前記シャフト（２２）を包囲するハブ（２４）、
とを備えたトルク伝達用シャフト・ハブ結合体（２０）において、
　前記シャフト（２２）と前記ハブ（２４）が結合される際に、それらが自動的に自動ロ
ックされ、その結果前記シャフト・ハブ結合体（２０）が共に保持される程度に、前記シ
ャフト（２２）の長手方向伝達部分の前記外郭（２６）と前記ハブ（２４）の前記内郭（
２８）とが完全な円錐形状を有し、結合手段が、前記長手方向の軸（Ｘ－Ｘ）に向かって
、結合状態にある前記シャフト（２２）と前記ハブ（２４）に予め圧縮応力を与えること
を特徴とするトルク伝達用シャフト・ハブ結合体（２０）。
【請求項２】
　前記外郭（２６）と前記内郭（２８）とが多角形であることを特徴とする請求項１記載
のシャフト・ハブ結合体（２０）。
【請求項３】
　前記長手方向伝達部分の領域で前記シャフト（２２）の前記外郭（２６）が０．５°か
ら７°の外円錐角（Ａ）を有することを特徴とする請求項１又は２記載のシャフト・ハブ
結合体（２０）。
【請求項４】
　前記長手方向伝達部分の前記軸の長さが、最大で前記不整な長手方向伝達部分の断面の
平均円錐直径の４０％であることを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のシャフ
ト・ハブ結合体（２０）。
【請求項５】
　前記シャフト（２２）が６側面外郭（２６）を有し、前記ハブ（２４）が６側面内郭（
２８）を有し、相対偏心度Ｅが３％から５％の間であって、式

【数１】

により計算されることを特徴とする請求項２から４のいずれかに記載のシャフト・ハブ結
合体（２０）。
【請求項６】
　前記多角形の輪郭が、以下の式、すなわち、
【数２】

【数３】

によって決定されることを特徴とする請求項２から５のいずれかに記載のシャフト・ハブ
結合体。
【請求項７】
　前記結合手段が、プレストレスリング（３４）により形成され、そのプレストレスリン
グ（３４）は、前記シャフト（２２）の外側及び前記ハブ（２４）の外側に配置された傾
斜部（３０）を包囲し、前記長手方向の軸（ｘ－ｘ）の周りに回転し、その結果、予め圧
縮応力を加えた状態で前記シャフト・ハブ結合体（２０）を保持する、ことを特徴とする
請求項１から６のいずれかに記載のシャフト・ハブ結合体（２０）。
【請求項８】
　前記傾斜部（３０）の各々が、前記シャフト・ハブ結合体（２０）から離れる方向で互
いに近づく勾配（３２）を有し、前記プレストレスリング(３４）の側壁（３８）の内側
と協働することを特徴とする請求項７記載のシャフト・ハブ結合体（２０）。
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【請求項９】
　前記長手方向の軸（Ｘ－Ｘ）上の鉛直線に対し、前記傾斜部（３０）の前記勾配（３２
）が２０°から２８°の角度を有し、前記側壁（３８）が、１４°から２２°の角度を有
することを特徴とする請求項８記載のシャフト・ハブ結合体（２０）。
【請求項１０】
　前記プレストレスリング（３４）がその円周において、オメガ型状の外側に向かう耳（
３６）を有し、前記オメガ型状の側面とともに押圧することによって前記プレストレスリ
ング（３４）の直径が縮小されることを特徴とする請求項１から９のいずれかに記載のシ
ャフト・ハブ結合体（２０）。
【請求項１１】
　前記プレストレスリング（３４）は、結合体部の高速回転のために平衡化するように実
施されることを特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載のシャフト・ハブ結合体（
２０）。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共通の長手方向の軸を有する構成部品、すなわち、
　Ａ）不整な外郭を有する長手方向伝達部分で構成される長手方向の軸に関して回転可能
なシャフトと、
　Ｂ）シャフトと同軸で、少なくとも長手方向伝達部分の領域において内郭でシャフトを
包囲するハブと
で構成されるトルク伝達のためのシャフト・ハブ結合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機械構造において、シャフト・ハブ結合体のようなものは、シャフトとハブとの間のト
ルク伝達のために様々な形態で採用されている。この種の結合体の基本的な課題は、通常
、多くの要件に加え、大きなトルクを伝達することである。したがって、その結合体は、
可能な限り小型かつ軽量なことが必要であり、かつ大掛かりな取り付けや調整作業なしに
取り付けられることが必要である。原則として、すべての実施形態は、トルク伝達がシャ
フト・ハブ結合体を取り込むという共通点を有する。したがって、動荷重は一般に静荷重
に比べて大きい。
【０００３】
　従来型のシャフト・ハブ結合体の大部分が締まり嵌めではないため、真にトルク伝達に
寄与するのは接触面の一部分のみである。その結果、それらの構成部品には、大きな応力
がもたらされ、それらは適切な長さの結合体によって補償又は低減されなければならない
。しかしながら、結合体部が長くなると、より大きな半径方向の振れが生じ、シャフトと
ハブ間の相対的な動きは強まり、その間トルク伝達は起こらない（いわゆる遊び）。半径
方向の振れの拡大は、さらに望ましくないノイズや振動をもたらす。さらに、より長い結
合体部は相互の接触面のスライドを促進し、それにより摩耗の形成も促進する。最終的に
、これらの効果は、シャフト・ハブ結合体の寿命を減少させ、結果としてシステム全体の
寿命を減少させる。
【０００４】
　独国特許出願公開公報ＤＥ１９８３６２５９Ａ１は、きつく締まったシャフト・ハブ結
合体を示し、そこでは、望ましくない遊びを低減又は防止するため、ハブの内郭が遊びを
介さずにシャフトを係合するように、半径方向のプレス装置がハブを回転軸の方向に押圧
する。この実施例の欠点は、余分な構成部品を要し、それにより、より大きな空間とコス
トとを必要とすることである。
【０００５】
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【特許文献１】独国特許出願公開公報ＤＥ１９８３６２５９号明細書
【０００６】
　締め付けセットがシャフトとハブとの間に配置される締め付けセット結合体が、望まし
くない遊びを低減又は防止するために知られている。このような締め付けセットは、締め
付けセットの環状断面が拡大され得、その結果、締め付けセットが、一方ではシャフトの
被覆面を、他方ではハブの口径の内面を押し付け、かつ、遊びのない結合体が作られる手
段によって少なくとも１つの要素を包含する。独国特許出願公開公報ＤＥ３６３６３９３
Ａ１には、そのような締め付けセットが開示され、そこでは、積極的な嵌合が得られ、ハ
ブ同様シャフトが長手方向の歯部を有し、締め付けセットが外側と同様に内側においても
、互いに対応する長手方向の歯部を包含する。この実施例もまた、余分な構成部品のため
に、比較的高い空間要求とコストとを要する。余分な時間及びコストのかかる作業工程が
、そのような締め付け装置の組立てには必要とされる。
【０００７】
【特許文献２】独国特許出願公開公報ＤＥ３６３６３９３号明細書
【０００８】
　欧州特許公報ＥＰ１２２５３５６Ｂ１は、少なくとも１つの構成部品が、不整な長手方
向伝達部分の領域において、長手方向の軸の周りに互いに角度的に変位された少なくとも
２つの保持部を囲むシャフト・ハブ結合体を開示している。これは、例えば、長手方向伝
達部分の長さ全体にわたって続く捩じれ(ｔｏｒｓｉｏｎ）の手段により、あるいは、互
いに接続部を介して接続され、互いに中心をずらして置かれる２つの捩れていない長手方
向の部分の手段により得られる。各々が、段階的に、あるいは互いに継続的に長手方向の
部分を埋め合わせる複数の接続部を使用することが可能である。この構成部品の製造は、
特殊で非常に高価な機械によってのみ可能であることが欠点である。特に、捩れた内郭の
作製は困難である。このような結合体の組立て又は結合は、高軸力を適用することによっ
てのみ可能である。なぜなら、その部分が互いに結合されることに対応して変形されるか
らである。したがって、手動で結合することは不可能である。
【０００９】
【特許文献３】欧州特許公報ＥＰ１２２５３５６号明細書
【００１０】
　シャフトとハブとの間に挿入される楔形の素子を使用することも周知である。しかし、
これらはシャフトの偏心をもたらし、その結果、シャフトとハブとの間の接触部は点接触
又は比較的小さな接触面となる。しかしながら、これについては大抵は許容されるが、そ
れは既に上記で説明したように、長手方向伝達部分内の接触面の拡大又は均一な分布は、
余分な構成部品及びかなりの努力を伴うことによってのみ可能とされるように見えるから
である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、高機能と長寿命とを有するシャフト・ハブ結合体を作製することであ
る。単純な構造に応じて最も可能なトルクの伝達が得られる。構成部品の製造は、単純で
かつコスト効率が良く、さらに結合体はわずかの労力で組立て可能とされる。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によると、これは、以下の特徴を有する一般的なシャフト・ハブ結合体の手段に
より得られる。すなわち、シャフトとハブが結合される際に、それらが自動的にロックし
、シャフトとハブとの結合体を互いに保持される程度に、シャフトの長手方向伝達部分の
外郭とハブの内郭とが、完全な円錐形を有し、結合体手段は、シャフトとハブが結合され
る際に、それらに予め圧縮応力を長手方向の軸Ｘ－Ｘ方向に与える。
【００１３】
　本発明は、以下の知見に基づく。すなわち、一方で、自動ロックがシャフトとハブとの
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間で生じることが可能で、他方で、結合体が軸方向に予め圧縮応力が与えられた状態に常
にある場合に、シャフトとハブとの間の遊びを減らすことだけが、構成部品における高い
応力、疲労、真のランニング（ｔｒｕｅ　ｒｕｎｎｉｎｇ）及び振動をなくすか、又は無
効にすることを可能にし、目的を達成できる。
【００１４】
　ハブ内でのシャフトの正確な中心性は、均一なトルク伝達を確実にする。中心にあるシ
ャフトにおける遊びの低減や無効化は、トルク伝達中のエネルギー分布をより望ましく導
き、したがって、構成部品における応力、疲労、真のランニング（ｔｒｕｅ　ｒｕｎｎｉ
ｎｇ）、及び振動を減少させる。結合体部品をともに結合すること、特に嵌め込むこと又
は挿入することは、容易かつ迅速となる。
【００１５】
　さらに、本発明によるシャフト・ハブ結合体は、非常に単純な方法で製造かつ組立てら
れる。特に優れている実施例においては、結合手段としてプレストレスリングの措置が取
られ、シャフトとハブに軸方向に応力を与える。この目的のために、シャフトとハブの各
々は、シャフトとハブが結合される場合に、互いに比較的密接な配置となる円周の傾斜状
の隆起部分を有する。結合している間、プレストレスリングはこれらの傾斜部の上に置か
れ、収縮される。その収縮は、プレストレスリングの直径を収縮させ、その結果、プレス
トレスリングの側面を傾斜部に接触させ、かつそれらを互いの上部で押圧する。一旦、十
分なプレストレスが与えられると、プレストレスリングは固定され、その位置に留まる。
プレストレスリングは抵抗材料で作製され、バランスが都合よく取られる。
【００１６】
　上述のプレストレスリングに加えて、他の結合手段もまた結合手段として使用すること
が可能である。例えば、連結ネジに措置が取られ、ねじ山と、互いに他の構成要素の上に
配置される接触面とによりシャフトをハブに締め付ける。
【００１７】
　本発明によると、ハブの外郭とシャフトの内郭は長手方向伝達部分の領域で完全な円錐
形を有する。これは、被膜面に配置され、ほぼ長手方向テーパーに続くすべての輪郭線は
、長手方向の軸上にある１点に向かい、その点で互いに交差することを意味する。言い換
えれば、すべての基本的な円錐角の理論的な拡張が、ある１点で長手方向の軸と交差する
場合に、完全な円錐形が与えられる。
【発明の効果】
【００１８】
　ハブと同様に、シャフトが長手方向伝達部分の領域で対応する完全な円錐の輪郭を有す
る事により、対応するように設けられた直径又は断面に応じて、いわゆる肯定的な嵌合が
生じ、積層連結と自動ロックとがもたらされる。
【００１９】
　エネルギーをほとんど消費することなく、自動ロックにより比較的固い結合状態にとど
まるようにシャフトとハブとが結合されることが可能である。さらに、完全な円錐形によ
り、シャフトとハブとは、結合に応えて、互いに、強制的に中心に置かれるようになる。
したがって、結合体は、完全に遊びをなくし、望ましくない遊びに関係するすべての欠点
を回避する。力の伝達は、比較的広い表面にわたって生じ、したがって負荷がピークに達
するのを防ぐ。
【００２０】
　多角形の、特にトロコイダル形状のシャフトとハブとの断面が優れていることが証明さ
れている。トロコイドは、１つの円（動円）がある円（静止円）の上又は内側に沿って回
転する時に、動円の上の１点が描く軌跡として生じる。トロコイダルの「くぼみと膨らみ
」の数と実施例は可変である。「くぼみと膨らみ」の数及びそれらの大径及び小径に関し
て最適化されたトロコイド形状を用いることで最小の応力で、同時に接触表面間の相対的
な動きを最小として、トルクを伝達できることが示された。接触する構成部品の輪郭の相
違が小さいことにより、シャフト・ハブ結合体の特性、とりわけその寿命と安定性を変化
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させることができる。
【００２１】
　任意に、シャフトとハブとの間に付加的なシーリング要素の措置を成すことが可能であ
る。腐食を避けるため、多角形部のシーリングは、持続的な負荷下で実用的である。この
ようなシーリングは、シャフト・ハブが、オフロードカー又は建設機械に使用される場合
にも実用的である。
【００２２】
　本発明に関するシャフト・ハブ結合体は、特に、自動車技術で、例えば、ブレーキ系や
車輪サスペンションの用途に、又は自動車のジョイントや、支柱シャフトの接続部品とし
ての用途に適している。本発明による多角形の内郭を有するハブは、製造工程の間、機械
加工されてはいけないことは都合が良い。その結果として、ハブを鋼鉄から製造する必要
はなく、ハブは、例えば鋳鉄からも製造され得る。本発明によるシャフト・ハブ結合体も
、例えば、ブレーキ系は、高い熱的負荷にさらされるため、特に、そのような用途に適し
ている。
【００２３】
　本発明のさらに有利な実施特性は、以下の説明に示されるだけでなく、下位クレームの
中にも含まれる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明は、図に示される好ましい実施例に基づき、以下により詳細に説明されるものと
する。
【００２５】
　図１から図６は、本発明で請求されるようなシャフト・ハブ結合体２０の機能と形態を
明らかにする。シャフト・ハブ結合体２０はシャフト２２とハブ２４とを有し、ここで外
郭２６を有するシャフト２２は、シャフト２２の内郭２８に対し静止している。トルクが
伝達され得るこの領域を、以後、長手方向伝達部分と称する。
【００２６】
　シャフト２２とハブ２４は、長手方向の軸Ｘ－Ｘに対し同心とされるように配置され、
トルク伝達の間、長手方向の軸の周りに回転する。シャフト２２は、トロコイダルな膨ら
みを有し、ハブ２４はその断面に対応したトロコイダルなくぼみを有する。しかし、他の
すべての真円ではない断面形状も本発明の実施に基本的に適切なものである。特に六面の
多角形はトルク伝達に適していることが確認されている。同様に、六面の多角形に対し、
相対偏心度Ｅを２％から１０％の間、好ましくは約３％から５％の間に特定すべきである
ことが示されている。相対偏心度Ｅは、パーセントで表される非物理的な平均直径Ｄｍに
関連する多角形の偏心度を表す。すなわち、多角形の外径Ｄ０と内径Ｄｉとの間の関係を
表す。Ｄｍは、多角形と同じ表面容量を有する円盤の直径である。多角形という語は、こ
こでは最も厳密な意味で理解されるべきではなく、むしろ、近似的であり、多角形のよう
な形状として理解されるべきである。相対偏心度Ｅは以下の式にしたがって計算され得る
。すなわち、
【００２７】
【数４】

【００２８】
　相対偏心度Ｅは以下の式から都合よく導かれるべきである。すなわち、
【００２９】
【数５】

【００３０】
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　特に、都合のよい多角形は、ＩＰＲＯＴＥＣ処理を用い、特に以下の式により計算され
得る（偏差＋／－１０％）。すなわち、
【００３１】
【数６】

【００３２】
【数７】

【００３３】
　図１及び図２は、シャフト２２がどのようにハブ２４に挿入されるかを明らかにする。
図３に特に示されるように、外郭２６及び内郭２８は、完全な円錐形を有する。これは、
長手方向伝達部分の長さ全域で、相対偏心度Ｅが一定であることを意味する。
【００３４】
　特に図２からの結果のように、長手方向伝達部分は、長手方向の軸Ｘ－Ｘに向かって非
常に短い。長手方向伝達部分が、従来の結合体に比較して伝達されるべき比較可能なトル
クの６０％まで短縮可能であることが示されている。一方では、製造コストは、この短縮
化により削減され、他方、シャフト・ハブ結合体２０全体のサイズも同様に縮小される。
さらに振動及び偶発的な摩耗も最小化される。長手方向伝達部分の可能な最短の長さは、
望ましいトルクを安全に伝達させる長さである。
【００３５】
　都合が良いことに、長手方向伝達部分の長さは、不整な長手方向伝達部分の断面の平均
円錐直径のわずか４０％以下、とりわけ３３％以下ですむ。しかしながら、原則として、
結合体の実施例に応じて他のアスペクト比を用いることもできる。
【００３６】
　本発明で請求される２つの円周の傾斜部３０は、各々がシャフト２２とハブ２４に設け
られ、長手方向の軸Ｘ－Ｘの周りに同軸状に続いていて、それは図２に明らかとなってい
る。図示されている実施例において、傾斜部３０の各々は、シャフト・ハブ結合体２０か
ら離れる方向で、互いに近づく勾配３２を有する。勾配３２で構成される傾斜部３０は、
図４に示されるように結合手段を取り付ける目的で機能し、図示された実施例の中でプレ
ストレスリング３４として実施されている。
【００３７】
　十分なプレストレスが加えられるために、プレストレスリング３４は、シャフト２２と
ハブ２４の結合後、傾斜部３０の上に置かれ、そのプレストレスリング３４の内側は、勾
配３２と接触する。プレストレスリング３４の直径の減少により、プレストレスリング３
４は勾配３２を押圧し、傾斜部３０を互いに押し付ける。
【００３８】
　プレストレスリング３４は図３と図４とに、特に明白に示される。ここで、より良い説
明のために、図４のプレストレスリング３４は２つの部分に図示され、そこにおいて２つ
の部分は、幾分か中心点をずらして置かれている。プレストレスリングの直径を縮小する
ことは、適切な道具によって圧縮されるいわゆる耳３６により実行される。この方法は、
迅速でかつ簡便な方法で実行され得、非常に均等、かつ一定の圧縮応力が予め傾斜部３０
の周辺全体に及ぶようにする。それにもかかわらず、他の可能性、例えば、ねじによって
結合される結合手段もある。結合手段は、トルク伝達に応答して回転するため、平衡化さ
れるべきであることが示されている。しかしながら、平衡化されることは、低速の用途に
対しては必要でない。プレストレスリング３４の内側は、直径の縮小が勾配３２上に予め



(8) JP 2008-545107 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

圧縮応力を与えるような方法で傾斜部３０又は勾配３２に適合した輪郭を有する。結合手
段は、シャフト・ハブ結合体２０を自動ロックの状態に保持するために十分なプレストレ
ス力を作る。本実施例で、プレストレスリング３４は、側壁３８を有し、その各々の内側
は勾配３２に接触する。側壁３８は、連続的なものとして実施され得るが、複数の側壁部
４０が実施されるように、くぼみ３９により断続されることも可能である。側壁３８によ
ってもたらされる力が、軸方向で傾斜部３０の周辺にわたって可能な限り均等に機能する
ような方法で、側壁３８が実施されることは重要である。図示された実施例では、４つの
側壁部４０が各側面に対し示される。しかしながら、最大２０の側壁部までが可能である
。
【００３９】
　プレストレスリング３４は、２つの自由端を有する。自由端から重複部分５０がもたら
され、その上で、プレストレスリング３４の端部は閉じられた状態で重なる。重複部分５
０は、プレストレスリング３４の外周の約１０％から２０％の長さを有し、自由端により
制限される。重複部分５０の領域において、２つの端部は、各々留め金５２と開口部５４
とを有し、２つの留め金５２が、他の端部の対応する開口部５４の中に留まれるように配
置される。耳３６が締め付けられるか圧縮される場合、留め金５２は、対応する開口部５
４の縁上への取り付けによりプレストレスリング３４を収縮させる。
【００４０】
　本発明の重要な利点は、同種又は異種の材料が、シャフト２２、及び／又はハブ２４の
製造に使用され得ることである。例えば、ハブ２４は、鋳鉄で作製され得る一方、シャフ
ト２２は鋼鉄で作製され得る。製造に適する別の材料として、球状又は積層鋳鉄と同様に
、セラミクス、アルミニウム、金属マトリックス複合体が含まれる。異なる種類の材料の
組み合わせも使用可能である。
【００４１】
　図５に示されるように、近似的に長手方向Ｘ－Ｘに続く外郭２６の輪郭線は、それらが
理論的に延長される場合、長手方向の軸Ｘ－Ｘ上の１点で交差する。長手方向の軸Ｘ－Ｘ
とシャフト２２の最大直径に添えられる線とにより設けられる円錐角Ａと、長手方向の軸
Ｘ－Ｘとシャフト２２の最小直径に添えられる線により設けられる円錐角Ｂとが示される
。円錐角Ａは、外円錐角Ａとも称され、円錐角Ｂも、内円錐角Ｂとも称され得る。所望の
自動ロックは、０．５°～７°の間の外円錐角により確実な方法で可能にされる。シャフ
ト２２の内郭２８が対応する方法で実施される場合、シャフト２２とハブ２４が結合する
ことは、積層状の接触という結果をもたらし、それは最適なトルク伝達を提供する。しか
しながら、結合に応じて、すなわち外円錐２６が内円錐上に取り付けられる場合に、自動
ロックの状態に達することも重要である。
【００４２】
　図６は、シャフト・ハブ結合体２０の好ましい応用分野を示す。それは、等速ジョイン
ト４４を備える駆動軸４２の結合体である。この目的のために、シャフト・ハブ結合体２
０は、すべり継ぎ手で一体化される。駆動軸は、端部にトルク伝達のためのキー溝４８を
有する。
【００４３】
　好ましくは、側壁３８は、２０°から２８°の間の角度を有し、ここでその角度は、鉛
直線から長手方向の軸Ｘ－Ｘまでの偏差を表す。この角度領域が、優れていることが明ら
かにされているが、応用分野に応じて他の角度もまた採用され得る。
【００４４】
　プレストレスリング３４は、その中で側壁３８、又は側壁部４０が弾性的に変形する圧
縮応力を予め作る。側壁３８の十分に適切な変形を確保するため、側壁３８又は側壁部４
０は勾配３２より小さな角を有するべきである。上述の角度との組合せで１４°から２２
°の角度が勾配３２に対し非常に良く機能することが示されている。
【００４５】
　組立てを簡便にするため、プレストレスリング３４は、組立て前の状態で、開かれてい
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。その重複領域で、１つの自由端の領域において、他の自由端の領域に配置された留め金
がその中に留まれるように、凹み部が配置される。耳３６は、２つの軸首によりプレスト
レスリング３４の通常の周辺の中で１つにまとめられ、その結果、ほぼオメガ型の形状を
有する。耳３６を接続し、塑性変形した後、プレストレスリングの直径は縮小され、耳３
６の軸首が互いに向かって押圧され得、側壁は、傾斜部３０で弾性的に変形し、シャフト
２２とハブ２４とをともに予め圧縮応力が加えられた状態に保持する。
【００４６】
　耳３６の使用は、コスト効率が非常に高く、そして結合体を簡便かつ迅速に締め付ける
ことを可能にする。言うまでもないが、耳３６の代りに、膝梃子、ネジ結合体等のような
他の装置も可能である。
【００４７】
　プレストレスリング３４はシャフト２２とハブ２４の２つの傾斜部３０の間の間隙距離
を覆うことが可能であり、それでもなお十分な圧縮応力を予め作り出すことが可能である
。
【００４８】
　プレストレスリング３４は、シャフト・ハブ結合体２０の結合に先立って、シャフト２
２又はハブ２４に都合よく予め結合され得る。これもやはり、組立てることを簡便にする
ことが明らかである。
【００４９】
　図示された実施例で、オーリングとして設計される付加的なシーリング素子４６が、シ
ャフト２２とハブ２４との間に配置される。
【００５０】
　前記の説明は、発明の理解するための役割を果たすために過ぎず、限定されるものと理
解されるべきではない。また、記載されている実施例は、本発明が非常に良く理解される
ように説明しているに過ぎない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】図１は、完全な円錐形を有するシャフト・ハブ結合体の斜視図を示す。
【図２】図２は、図１のシャフト・ハブ結合体の長手方向の軸に沿った断面を示す。
【図３】図３は、本発明による閉じたプレストレスリングの斜視図を示す。
【図４】図４は、本発明による開閉され、部分的にカットされたプレストレスリングの斜
視図を示す。
【図５】図５は、本発明によるシャフトの側面を示し、完全な円錐形の輪郭は、理論上存
在する線によって明確にされる。
【図６】図６は、結合手段として概略されたプレストレスリングを有する本発明によるシ
ャフト・ハブ結合体の実施例の斜視図を示す。
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